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第 31 回北九州市 PCB 処理監視会議議事要旨

1 開催日時  平成 26 年 1 月 21 日（火）14：00～16：00

2 開催場所  日本環境安全事業（株）北九州事業所

3 会議次第

（1）北九州 PCB 廃棄物処理施設の操業状況について

（2）PCB 廃棄物処理の見直しに関する国の検討要請について（報告）

（3）その他

4 出席者

（1）委 員

浅岡 佐知夫 座長        是永 逸生  委員

清田 高徳  委員        河井 一明  委員

吉永 耕二  委員        大庭 卓朗  委員

大石 紀代子 委員        嶋津 元彦  委員

津田 潔   委員        成田 裕美子 委員

古野 和彦  委員

（2）日本環境安全事業株式会社

事業部次長                野口 義一

事業部次長兼事業企画課長         山本 郷史

事業部安全操業課上席調査役        塚田 源一郎

北九州事業所長              牧田 泉

北九州事業所副所長            入江 隆司

北九州事業所副所長            氏本 泰弘

北九州事業所総務課長           田野 洋

北九州事業所運転管理課長         佐藤 淳

北九州事業所営業課長           中村 敏夫

（3）関係行政機関

環境省産業廃棄物課長           塚本 直也

環境省産業廃棄物課課長補佐        鈴木 清彦

環境省産業廃棄物課課長補佐        中野 哲哉

北九州西労働基準監督署安全衛生課長    石橋 一由

若松海上保安部警備救難課長        幸田 守十

福岡県環境部廃棄物対策課課長補佐     前原 弘和
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北九州市

環境局長                 松岡 俊和

環境局環境監視部長            青栁 祐治

環境局環境保全課長            作花 哲朗

環境局監視指導課長            二宮 正巳

若松区次長                黒野 まゆみ

若松区コミュニティ支援課長        石川 伸夫

消防局警防課警防係長           栃原 新吾

（4）事務局（北九州市）

環境監視部産業廃棄物対策室長       井上 雄祐

5 議事概要

○座長

 それでは本日の議事に入る。議題 1「北九州 PCB 廃棄物処理施設の操

業状況」について、日本環境安全事業から報告をお願いする。

・ [資料 1-1]を日本環境安全事業（株）（以下「JESCO」）が説明。 

➢ 平成 25年 12月末現在の受入台数、処理台数等について報告があった（資

料 1-1）。 

➢ 北九州 PCB 廃棄物処理施設におけるトランス、コンデンサ、安定器その

他汚染物それぞれの処理の進捗状況について、報告があった（資料 1-1

別添）。 

○座長

 ただいまの報告について、質問やコメント等があればお願いする。

○委員

Ｑ： 資料 1-1 の 3 ページ「2.PCB 廃棄物の処理状況」について、表-1、

トランス類やコンデンサ類の処理台数、トランスでは大型、中・小型

の台数ですが、平成 16 年から 25 年 12 月現在まで振り返ってみたとこ

ろ、このようなグラフができた。処理台数をグラフにしたらこうなっ

たのだが、これが PCB 廃棄物の処理状況のグラフである。稼働率や処

理台数を追い求めているのではないが、ばらつきのあるところについ

て、客観的に説明をお願いしたい。

○座長

  JESCO より説明をお願いする。



3

○JESCO

Ａ： トランスとコンデンサでは若干取り扱いが違うわけだが、平成 16

年度当初は、どうしても初めての処理ということで、若干処理のスピ

ードは遅れている。当然、最初のころは緩やかにスタートした。トラ

ンスについては、どうしても処理しやすいものから最初にとりかかっ

ていくということで、小型のトランスを中心に処理した。コンデンサ

については、一つの大きな分岐点は、第 2期施設ができたということ

である。第 1期施設では手解体で処理を行っており、処理台数も年間

1,000 台ぐらいという状況であった。平成 21 年度以降は年間で 4,000

台以上処理しているが、これは第 2期施設の真空加熱分離設備が導入

されたことで増量した。この真空加熱分離設備も当初はうまく進まず、

実際の能力に満たなかったが、平成 23 年度から 24 年度にかけてはほ

ぼフル稼働の状態で、年間 8,000 台ぐらいを処理する状況である。こ

のように、その時々の状況があるが、それで波が若干あるということ

である。

○座長

Ｑ： 何年までかかるという見込みを立てるときに、いつの数字をもって

終了時期を推定しているのか。平均値なのか、それとも最近の処理量

をもって、このペースだと何年度までかかるという推算になっている

のか。

○JESCO

Ａ： 今現在の処理量をもって推算している。若干見込みの部分も含まれ

ているが、おそらく残量についてはそれほど大量に残っているとは

我々も判断しておらず、掘り起こし調査の状況を見てもそんなに大量

に残存しているということではないので、今の見通しから予想してと

いうことである。

○座長

 資料 1-1 に関するコメントは他にないか。（特になし）

 続いて、資料 1-2「第 2期施設真空加熱分離処理室での PCB 汚染水の

漏洩（平成 25 年 5 月 8 日発生）」について、説明をお願いする。

・ [資料 1-2]を JESCO が説明。 

➢ 平成 25年 5月 8日に発生した第2期施設真空加熱分離処理室でのPCB汚

染水の漏洩トラブルに関する対策について、前回の監視会議（平成 25 年

7 月 30 日開催）以降の取組み状況が報告された（資料 1-2）。 
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○座長

 今の説明について、意見や質問があればお願いする。

○委員

Ｑ： 再発防止対策の 3番目「管理体制や教育訓練の徹底」に関して、ソ

フト面の部分について、このようなことを実施した、あるいはこのよ

うなことを定期的に行う、ということをもう少し具体的に説明してい

ただきたい。

○JESCO

Ａ： このトラブルが起きた真空加熱分離設備については、もともとの装

置の原理というか、かなり基礎的なところから、実際上の OJT も含め

て 1年ぐらいかけて教育訓練を行っている。作業者が 4班の 3交代制

で、教育訓練の時間がなかなかとれないわけだが、それも含めるとど

うしても時間がかかった。

それから、定例的な研修教育については、年間を通じて、防災も含

めいろいろ行っているわけだが、特に漏洩トラブルへの対応について

は、徹底した取組みというのはなかなか行われていなかった。そこで、

小集団活動というかたちで、運転会社の中でいろいろなグループをつ

くり、あるグループの中で徹底的に討論しながら行うということをや

っている。その取組みの中で、135 ぐらいのリスクを抽出し、それに対

する対策案を考えたりと、自ら考えながら教育訓練を行うことが具体

的な例ということである。

○委員

Ｑ： 今、説明のあったリスクアセスメントの活動の推進について、どの

ような活動をしているのか、もう少し具体的に説明をお願いしたい。

○JESCO

Ａ： 組織的には、まず運転会社の作業者が日頃作業する中で気づくいろ

いろな問題点、いわゆるヒヤリハットとか気がかりハットというもの

が一番良い例だと思うが、これは安全面ではリスクがあるといった、

そういう抽出作業を行う。そして、それらについて、危険度がどのく

らいか、頻度はどのくらいか、もし起こったときにどのくらい影響が

あるのか、そういう評価を作業者のグループの中で行い、それを社内

で議論をして優先順位をつけていく。その優先順位に基づき、設備的

にいろいろな対応をしないといけないものについては、我々JESCO と

共同で協議をする。毎月 1回程度、このような協議を行うための会議

を設けており、そこでいろいろな改善の内容も含め議論をし、JESCO



5

が最終的に決定をする。大部分は運転会社が手順を見直したり、日頃

の作業改善を行ったりすることで解消するわけだが、やはりお金をか

けて改良しなければならない部分もあるので、そういう意味で組織的

に、運転会社と JESCO が協力しながら行っていくという取組みを行っ

ている。

○座長

Ｑ： 非定常作業時の緊急対策のところで、緊急停止措置を盛り込むとの

ことだが、非常停止ボタンを押すというのは簡単なことだろうか。非

定常時なので、手順書として場面を設定しづらいのではないか。その

辺をどういう対応で作業員へ徹底するのか教えていただきたい。

○JESCO

Ａ： すべてにこれを適用するということではない。真空加熱分離設備の

非定常時、施設が動いていない状態のときに非常停止ボタンを押して

いいかなどは、当然メーカーに確認している。特段影響がないという

ことで、手順書の中に盛り込んだ。

○座長

Ｑ： 質問は、非定常時の局面は全部洗い出したのか、ということである。

○JESCO

Ａ： 申し訳ない。この場面での状況で洗い出しを行った。それで特段問

題がないということである。

○座長

 了解した。ほかに意見や質問はあるか。

○委員

Ｄ： この前から施設の中でいろいろな事故が起き、それまでの点検体制

や、タッチパネルの大・小などの問題もこの監視会議で発言した。そ

れともう一点、それぞれの部署で、次の時間帯の人に引き継ぎをする

手続き的なもの、文書で引き継ぎをするノートなど、そういうシステ

ムが今あるのか。前回、中を見たときに、タッチパネルでも字が小さ

くて、同じところに二つも三つも同じようなシステムが並んでいるの

は、間違えるのではないかと思い、その場でも考えを述べた。やはり

日勤者から夜勤者への引き継ぎについても、そうした事項を載せる引

き継ぎ簿みたいなもので、しっかりと取り組んでいく必要があるので

はないかと思っている。報告した、報告していないという話になれば、

言った言わないという議論にもなるので、ぜひその点について、もう
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一度、組織の中でも話をしてほしいと思う。

ここの職場の人たちは仕事を上がるときに「ご安全に」ということ

を言って帰るが、「ご安全に」というのは新日鐵八幡製鉄所の人が帰

るとき、引き継ぎをするときにやっていることである。ただ口で言う

のではなく、本当にそれらについての事項が確認できるということが

他の組織、人たちが見てもわかるように残してもらいたい。ぜひ検討

していただきたい。

○座長

回答をお願いしたい。

○JESCO

Ａ： ご指摘のように、日誌は必ず各交代番に引き継がれるように記録さ

れており、これは我々も確認している。それから、全体的にその日の

作業については朝と夕方、それぞれ JESCO も入って全体の日中の操業、

夜間の操業について、きちんと確認をしながら行っている。JESCO 側

から指示をしないといけない場合には、必ず業務指示書として文書を

出して作業をすることにしている。その辺の部分は、かなりきちんと

行っていると我々は思っている。

○座長

Ｑ： 今の回答は、定常時の引き継ぎは行っているということか。それと

も非定常時もしっかりと引き継ぎを行っているということか。

○JESCO

Ａ： 当然ながら非定常時も含めて行っている。

○座長

 よろしいか。

 続いて、資料 1-3「北九州 PCB 廃棄物処理施設の環境モニタリング結

果」について説明をお願いする。

・ [資料 1-3]を JESCO が説明。 

➢ 環境モニタリング結果について、平成 25 年 8 月 1～2 日に測定したベン 

ゼン濃度が環境保全目標値を超過したことに関する報告、説明があった。 

➢ 原因の考察の結果、北九州 PCB 廃棄物処理施設からの大気環境中ベンゼ

ン濃度への影響は極めて小さく、追跡調査の結果から判断しても、当施

設の影響は全くないことが実証された（資料 1-3 参考資料）。 

➢ その他については、未実施のものを除いて、周辺環境・排出源ともに全

ての環境基準等に適合していた旨、報告があった（資料 1-3）。 
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○座長

 今の説明について何か意見や質問があれば、お願いしたい。

○委員

Ｑ： ベンゼンについて、この測定はすぐ結果が出るものなのか。

○JESCO

Ａ： 1 ヶ月はかからないが、我々に報告が上がるのは半月以降である。

○委員

Ｑ： もし高い値が出た場合に、もう一度測定するような決まりなどは考

えていないのか。

○JESCO

Ａ： まず分析機関で、同じサンプルを何回か繰り返し測定をしてもらっ

た。その結果、特に差がないということで、この数値が確定したとい

うことである。この結果が出たとき、すぐに対応できなかったので若

干期間が遅れたが、次にもう一回行うということで、10 月に追跡調査

を行った。

○座長

Ｑ： これは、サンプリングの時刻は決まっているのか。

○JESCO

Ａ：概ね午後にセッティングをし、丸一日かけてサンプリングを行う。

○座長

Ｑ： 丸一日かけた結果、平均値が出てくるということか。

○JESCO

Ａ： そのとおりである。

○座長

それでは、次の議題に移る。議題 2「PCB 廃棄物処理の見直しに関す

る国の検討要請」について、環境省より報告をお願いする。
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・ [資料 2-1、2-2、2-3]を環境省が説明。 

○環境省

 本日、私から大きく 2 点ほど報告する。1 点目は、国として提案し、

北九州市に検討をお願いしている基本計画の見直しについて、2点目は、

それ以降の経緯と論点についてである。

 先に経緯から説明する。平成 24 年の夏に国の「PCB 廃棄物適正処理

推進に関する検討委員会」の報告書が出され、その中で、今後の処理

の推進についての試案などが盛り込まれた。それを受け、環境省で約 1

年、JESCO とともにいろいろな処理の実態を考慮し、どのようなかたち

で処理を促進することが一番合理的であるか検討を行ってきた。その

結果をまとめ、昨年 10 月 25 日、環境大臣から JESCO を立地している 5

つの自治体に対し、処理の見直し案についての検討を要請したところ

である。 

 要請内容は追って説明するが、その要請を受けて、北九州市で 11 月

に市民説明会を開催し、我々国が直接市民の皆様に説明する機会をい

ただいた。その後、市議会でも議論が行われたと伺っている。また、

北九州市の方で、国がどのような提案をしたのか、各自治会の方々の

要望に応じて説明いただいていると聞いている。

こうした過程を経て、様々な意見が出たわけだが、いくつか共通す

る論点が抽出されてきている。本日、この監視会議の場を借りて報告

させていただくとともに、明日の夜、若松市民会館で開催する「PCB 廃

棄物処理の検討要請に関する公開シンポジウム」で、国の追加的な処

理促進策について、本日説明する内容を市民の方々にも説明させてい

ただきたいと考えている。

 それでは資料 2-1 の説明に移るが、冒頭部分は、監視会議の委員の

方には重々承知いただいていることである。スライド番号で8番、9番、

タイトルが「基本計画の変更案について」というところから説明する。

 今後の処理促進策についての基本的な考え方だが、日本全体の PCB

を一日でも早く処理を行い根絶することを目的に、今一番何ができる

のかを考えた。そのために、JESCO 各事業所の能力を最大限に活用し、

得意分野、不得意分野をお互いに補完し合う、そういう処理体制の構

築を検討してきた。そして、言うまでもないことだが、今後も安全操

業を第一に、計画的、早期に処理が行われるよう、計画案を作ってき

た。

 それでは、具体的なイメージを説明する。スライド番号 10 番「今後

の処理促進策（案）」について、左側に 5つの緑色の模式図の柱が立

っており、これが JESCO の各事業所を示している。北九州事業所を例

にとると、豊田地域にある新幹線に積んでいた車載トランス、この処



9

理に非常に時間がかかり国全体の計画を遅らせているわけだが、これ

を北九州事業所のトランス・コンデンサの処理ラインの空いているす

き間で処理を行いたい、つまり、豊田地域から一部の車載トランスを

北九州事業所に持ってきたいということである。

 同様に東京地域のコンデンサも処理が困難なものがある。この処理

に北九州事業所の真空加熱分離設備を使うということで、東京地域か

らコンデンサを持ってきたい。逆に北九州事業所の処理において、真

空加熱分離設備などの関係で、粉末の活性炭が副産物として非常にた

くさん出てくる。これを本ラインで処理すると、PCB 本体の処理に影響

が出るので、この粉末活性炭の処理に秀でた東京事業所に粉末活性炭

を持って行く。他の事業所も含めて、全国でこうした様々な得意、不

得意分野のやりとりをしようというのが 1点目である。

 2 点目は、安定器・その他汚染物である。現在、北九州と北海道の 2

事業所のみでプラズマ溶融炉を使って分解処理を行うことができる状

況である。国としては、東京、豊田、大阪の 3地域においても、こう

した安定器の処理の施設整備にこれまで努力してきた。しかし、大変

遺憾なことではあるが、この 3地域での安定器の処理施設の稼動や立

地はうまくいかなかった。

 こうした中で次善の策として、東京地域における安定器等の汚染物

を北海道事業所で、豊田、大阪の 2地域における安定器などを北九州

事業所のプラズマ処理施設で処理をするということを考えた。

 この結果、どのような処理の促進となるかというのが、次の 11 番目

のスライドである。現状と対策を導入した結果という比較で示してお

り、青いラインがトランス・コンデンサの処理期間の見込みと計画で

ある。赤いラインが安定器である。

北九州地域では、現状のままではトランス・コンデンサについて平

成 33 年まで、安定器等汚染物については 28 年まで、処理の期間がか

かるということである。これが対策導入後は、トランス・コンデンサ

についてはすき間を使わせてもらうことで終了期間は変わらず、他方、

安定器については、大阪、豊田の 2地域のものも処理をするというこ

とで、平成 35 年まで処理の期間が延びるという案である。

 全国で当初は、平成 48 年もしくは 49 年までかかる計画が、今回の

案に基づいて推進した場合、全国ほぼ横並びで平成 37 年には終わると

いう案を作った。対策を導入後、全国の処理が終わる時期を見ると、

北九州事業所がトランス・コンデンサ、及び安定器、いずれも全国で

最初に処理が終了するという案を示した。

 引き続き、安全対策と処理促進策について、さまざまな議論の中で

出てきた論点について、環境省としてどのような考えを新たに提案で

きるかを検討してきた部分について説明をする。



10

○環境省

 資料 2-1 の 16 番、17 番を説明する。先ほど申し上げたとおり、10

月 25 日に環境大臣名の文書を示した後、いろいろな意見をいただいた

が、主なものは、引き続き安全性は担保されるのかということと、新

たに環境省が示した期間までに本当に終わるのか、この 2点であった。

 1 点目の安全対策について、スライドの 18 番では、JESCO 北九州事

業所における PCB が完全に分解される仕組みを説明している。また、

18 番の下の方に書いてあるが、閉鎖系での作業をして、負圧管理で活

性炭処理と工程排水が発生しないことが書いてある。

 19 番、20 番は、JESCO での「多重の防護措置」で、何かトラブルが

あっても影響を最小限に抑えるということで、仮に事故があっても安

全側に施設が作動する、そういった考え方での設計をしている。21 番

にあるが、事例 1、室内の PCB 濃度が一定以上に上昇すると、オンライ

ンでモニタリングをしているので警報が鳴る。つまり、危なくなる前

に知らせる仕組みとなっている。これで何かあれば処理を停止し、外

に出ない。

 それから右側の事例 2、漏洩も起こしてはいけないが、起こってしま

う場合があったとしても、そのときに、オイルパンが受け皿になると

いうこと、さらに仮にオイルパンから出ても、防油堤といって、コン

クリート構造の堤を築いており、外に出ない構造となっている。今ま

でも何度かトラブルを事前にキャッチする、外に出ないようにすると

いった対策が施されている。

 資料の 22 番は収集運搬についての説明である。もともと収集運搬業

者は自治体の許可を受けているが、その中でもきちんと講習を受けた

人に JESCO では入門許可を与えて、さらに市内を走るときに、先導車

を付けることで安全には安全を、インナートレイという金属容器の中

にトランスやコンデンサを入れている。二重の容器に入って外側の容

器は漏れ防止、密閉性の高いものになっている。

 これがこれまでの安全対策の概要だが、スライド 23 番からは今後の

処理の安全確保についての説明である。これまでのことは当然行って

いくが、今後さらにどのようなことが必要になるか検討している。

 まず、「施設の健全性の確保」である。操業期間が長くなる。平成

16 年から考えれば、20 年までは延びないが、それに近づいていくとい

うのが環境省の案である。したがって、今後、保守や管理といったこ

とが非常に重要となる。まず、基幹設備、右の写真のプラズマ溶融炉

や反応器などについては、耐用性の高い材料を使い肉厚に余裕を持た

せたり、耐火物で保護したりすることで、平成 35 年までの稼動に十分
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耐えられることを確認している。さらに周辺設備には、計器類やポン

プ、管路、さまざまな設備がある。これらについては、その更新や補

修の要否、時期を判定して長期保全計画を策定することで、計画的に

悪くなる前に更新していく。さらに、年に 1回、1か月程度施設を止め

て点検を行い、仮に劣化状況があれば危なくなる前に更新していく。

このことで設備の健全性を保つための対策を何重にも行っていきたい

と考えている。

 スライド 24 番に例が載っている。例えば、圧力、流量等を監視する

機器の更新を平成 26 年から 28 年に計画をする。モーター等の電気機

器もこのような年度で計画的に更新をしていく。こういったことで PCB

の漏洩防止、電気機器の機能維持をきちんと行っていく。

 それからその下のスライド 25 番の「洗浄施設の蒸気ジャケットの補

修」について、これはトランス等を温める設備で、溶接部分が少し弱

く、ここから密閉性が低下しないように補修を行って機能を保つ。PCB

の反応槽とその周辺はもちろん、その周りを温める装置等も含めて、

すべての機能がきちんと維持されるように長期保全計画で対策してい

く。スライド 25 番の一番下「プラズマ溶融炉の耐火物の更新」につい

ては、炉を保護している耐火物があるが、これも計画的に年 2回更新

していく。

 このような耐火物の更新は 1回でも相当な額がかかってしまうが、

環境省はその点でも予算面できちんと支援をするということで、今ま

で JESCO に対する環境省からの施設整備費は新たな施設の建設や改造

に限っていたが、平成 24 年度の補正予算からは、こうした保守点検に

も使えるよう措置している。こうした取組みによって、内容について

も、財政面についても、きちんと実行されることを担保したいという

ことで取り組んでいく。 

 次に 26 番のスライドだが、環境省の案では期間が長くなるので、運

搬上の安全対策もこれまで以上の対策を取っていくということである。

安全な輸送路も必要になる。今までもルートを設定してやってきたが、

ルート上の安全面も含めきちんと取り組んでいきたい。

 スライド 27 番は「災害対策」である。JESCO の施設については震度

7相当までの耐震性を有している。震度4相当以上の地震を検知すれば、

施設を安全に運転停止するということで、万全な震災時の対応もきち

んと担保をしている。例えばスライド 29 番を見ていただくと、海に近

い施設だが、きちんと液状化対策として、くい打ちをして液状化を考

慮した構造になっている。下の図は浸水対策で、仮に想定される津波

は、防災計画では基準水面からプラス 3.97 メートルと想定されている

が、JESCO の施設はプラス 4.2 メートルと浸水被害にも対応ができるよ

うになっている。
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 前後するが、スライド 28 番には、仮に地震で揺れても、施設でコン

デンサやトランスが転倒しないような措置もきちんとなされているこ

とを写真で示している。

 スライド 30 番、遮断弁の設置にも取り組んでいる。仮に揺れて衝撃

でパイプ等に亀裂が入った場合も、タンクからこれ以上出ないよう遮

断弁が動くといった対策を施している。

 スライド 31 番は緊急時の体制を示している。消防、警察、市当局等

への連絡が、迅速になされるようマニュアルを整備し、訓練で対策を

確保している。これが安全面の説明である。

 スライド 32 番からの処理促進策について、環境省で新しく示した処

理期限までに処理が完了しないといけない。JESCO の処理は、長年の各

関係者の努力で、市当局をはじめ、この監視会議でもいろいろな指摘

をいただき、処理自体は非常に安定的に進んでおり、処理量も増えて

きたが、きちんと PCB 廃棄物が JESCO に搬入されなければ、今後の計

画どおりの処理ができないわけである。その点について非常に関心の

高い意見を 11 月にもいただいた。今後どのようなことを具体的にして

いけばよいのか、環境省で検討したものがスライド 32 番以降である。

 課題を一覧で挙げてみた。スライド 33 番を見ていただくと、まず PCB

廃棄物は行政に届け出る制度になっている。しかし、届出がなされて

いないものが一部あることがわかっている。また、使用中の機器につ

いても、電気事業法に基づき届出を行うことになっているが、届出が

なされていないものがある。

 このような課題について、まず未把握の機器の掘り起こし調査を実

施して、未処理の事業者のリストを作成し個別に指導する。それから

都道府県市と、産業保安監督部（経済産業省の地方支分部局）などが、

使用中を含め処理が計画的になされるよう指導していくということで

ある。詳しくは後ほど説明する。

 次に、届出を行っているが費用の負担能力が低く、なかなか処理が

進まないという課題もある。現在でも中小企業者等は処理費を 3割負

担という制度になっているが、それでも処理ができない方が一部いる。

例えば分割して支払えるようにするなど、破産した事業者に対して負

担割合をさらに軽減していくこと等を考えている。

 それから処理委託を拒んでいる者については、最終的に処理料金の

値上げも含め、検討したいと考えている。 

 詳しくはスライド 34 番からだが、PCB を使用した機器、最初の JESCO

の説明でも処理の進捗がすでに 8割近くまできているわけであり、残

りがどこに何台、何があるかというリストを作っていきたいと考えて

いる。これは使用中も含め、この図にあるように、使用中のものは経

済産業省や電気保安関係の団体の方々が管理している。廃棄物になっ
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た部分は都道府県市が指導しているが、このような廃棄物と使用中の

ものを含め、未処理の方を把握していくということである。

 どのようにするかは、スライド 34 番に掘り起こし調査の実施と書い

ている。トランスやコンデンサについては電気主任技術者を置かない

といけないとなっており、その一覧表を経済産業省が持っている。こ

の方々を対象に調査する。例えば、九州では 8万事業者程いるが、こ

の方々全員に調査を実施して、持っているか、持っていないかを調査

し、持っていればリストに載せていくことをまずやる。

 図の右下には電気保安関係団体等と書いてあるが、電気保安関係の

方は、例えば毎月 1回、トランスやコンデンサについて定期点検をし

ているわけで、この時に PCB が入っているものが判明すれば、行政に

連絡してリストに掲載していく。こうしたことによって、PCB を含む機

器について漏れなく、使っているものを含めリスト化する。

 スライド 35 番の下、リストの掲載事業者にいつ処理をするのかを行

政から聞いて確認していく。使用中と廃棄物と両方あるので、そうい

ったものの情報を共有できるように、行政の関係機関が各地域で連絡

会等を開いて漏れのないよう指導をする、このような取組みを新たに

行っていく。

 スライド 35 番の一番下に書いてあるが、指導のときに何年までに処

理するかを聞く。仮に処理しないと言えば、JESCO が操業している間に

出さなければ、廃棄物処理法ではその事業者に処理責任が課されてい

るので、あとは自分で処理しないといけないということを説明する。

本来であればこのことをきちんと理解していただいていないといけな

いわけだが、行政としてもこの辺の周知徹底ができていたかどうかと

いう反省はある。このような部分をきちんと説明して、自分で処理し

なければならないことをきちんと理解してもらうことを考えている。

 これまでの取組みのように、過去をふり返れば、自分で処理施設を

つくることは相当難しいわけで、事実上不可能だと考えている。した

がって、JESCO の操業期間内にきちんと処理してもらう選択しか出てこ

ないことになる。

 こうしたことで、個別に漏れなく指導をしていくことを考えている。

ただし、処理する意思はあるが費用面でどうしてもできないという方

がいるのも事実である。それがスライドの 36、37 番に書いてある。

 一つは分割払いで、今までは、最初に処理費を払わないと JESCO で

は処理をしない仕組みでやってきたわけだが、どうしても中小企業と

いうのは自転車操業的な部分があるので、分割払いをできるようにす

ることで、処理が可能になる方々がいると思っている。

 それから福岡県の例を掲載したが、各地方自治体で中小企業者向け

の環境保全施設の設備の融資制度みたいなもの、これは全部ではない
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が持っているところがある。福岡県ではこのような制度に PCB の処理

も融資の対象としている。このような制度が普及するように取り組ん

でいく。 

 スライド 37 番だが、PCB 廃棄物は他の産業廃棄物と違う部分がある

とすれば、保管が数十年なされたという部分である。通常、産業廃棄

物は出した人が速やかに処理をしないといけないが、処理施設が整備

されておらず、何十年も処理ができなかった。その間に事業を廃止し

てしまったり、倒産したり、破産したりという事業者もいるわけで、

事業収入が見込めない方々がいる。こうした方々については、今、3割

負担という軽減措置があるが、この 3割でも難しいという方がいると

いうことで、1割程度以下とすることを考えている。

 スライド 38 番について、これは残念ながら、事業を行っているが処

理を拒んでいる方がほんの一部だがいる。こうした計画的な処理に協

力しない方々に対しては、十分猶予期間を設定したいと思っているが、

処理施設の側でも待っている間コストがかかるので、料金の値上げも

検討したい。

 イメージということで図があるが、通常の料金でここまでであれば

処理するが、これ以降であれば値上げになってしまうということを告

知し、処理に協力してもらう。通常の料金の間に処理しない方々は料

金が上がってしまう。さらには JESCO が事業を終了したあとは自分で

処理しなければいけない。こうしたことをきちんとこちらから説明を

して、今処理してくださいということで働きかけをしていく。

 以上のような取組みをスライド 39 番でまとめている。使用中の機器

を含めて漏れなく把握することと、処理をしない場合は確実に自分で

しなければいけなくなることを周知徹底する。処理費用は、払いやす

くなる仕組みと、逆に料金値上げのような、いわゆるアメとムチ的な

ことを両方きちんとやっていくことで計画期間内の処理が可能になる

と考えている。

 最後、スライド 39 番の右下に書いてあるが、これで処理をしてもら

えると考えているが、仮にこれらの対策を行って処理しない方がいて

も、そのために JESCO の操業を続けることはないということで、JESCO

の操業は新たな計画のとおり終了すると考えている。

 以上、安全対策の部分と処理の促進を中心に説明した。こうした機

会なので、皆様から忌憚のないご意見をいただきたいと思っている。

○座長

 監視会議としては、今回の検討要請に対して賛成・反対をまとめる

立場ではないが、処理の安全に関する事項なので、従来、監視会議が

役割を担ってきた北九州事業所での PCB 処理の安全性確保ということ
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に関して、知見も踏まえて追加、確認したい点、あるいは安全対策に

対する指摘事項等あれば、なるべく多くの委員の方から意見、コメン

ト等をお願いしたい。

○委員

Ｑ： 追加の処理のタイミングは、処理施設が空いているすき間でという

ことだと思うが、北九州事業所では、実際なかなか思うように進んで

ないところもあると思う。その中で具体的にすき間に入れるというこ

とは、安全等も考えて可能かどうか伺いたい。

○環境省

Ａ： すき間というのは、例えば車載トランスの処理はもう今年で終わる。

その空いたラインでという意味である。

○委員

Ｑ： 北九州地域の分が終わった後という理解でよいか。

○環境省

Ａ： 例えば車載トランスのように明らかにあと何台とわかっていればよ

いが、処理の促進策とこれはセットである。例えば、あと 500 台あっ

て 490 台まで終わったが、あと 10 台終わるまで他の地域分は処理しな

いとなるとまたすき間ができるわけで、すき間というのはそう呼んで

いるわけである。

○座長

Ｑ： 今のすき間の見解に関して、JESCO 側は技術的に可能かどうかとい

う点を説明していただきたい。

○JESCO

Ａ： 十分可能だと考えている。トランス・コンデンサに関しては、大型

トランスの処理が平成 30 年度までかかる見込みだが、車載トランスは

今年度、小型トランスは順調に搬入されれば来年度、コンデンサは順

調に搬入されれば再来年の上半期ぐらいで終わる見込みである。ただ

し、順調に搬入されるかどうかということ、つまり落ちこぼれが出て

くるだろうということがある。そうするとあとは年に数十台とか数百

台ぐらいしか搬入されず、ほとんど処理施設を動かせない、たまに動

かすような状態になる。そこに今回の環境省の提案しているものを持

ってくるということで、十分すき間の空いたところで操業することが

できると考えている。
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○座長

Ｑ： つまり、余裕部分が生じることによって、従来の操業性を維持しな

がら処理できるということか。過度の労働負荷がかかったりしないと

いう意味か。

○JESCO

Ａ： そのとおりである。

○委員

Ｑ： 料金のことで、今度消費税が上がると思うが、これは消費税が関わ

ってくることなのか。

○環境省

Ａ： 消費税は転嫁しないといけない制度なので、消費税分は上がる。

○委員

Ｏ： 消費税分はこの 4月から増えるということで理解した。

○委員

Ｑ： 当初、確か 10 年ということでスタートしたが、処理期間があと 10

年ぐらい延びるということである。おそらく分母には現在の処理量で

割って、分子には実際に処理する推定量で算出しているのだと思うが、

未登録があるとか掘り起こしをするとか、推定量をどのようにして算

定しているのか聞きたい。つまりもっと処理期間が延びるのではない

かと、もうしないと言ったが、PCB を製造したよりも実際に処理した

量がかなり少なければ、それは延ばさざるを得ないのではないかとい

う気がするのだが、その辺はどうか。

○環境省

Ａ： それは、行政が未把握の分があるのではないかというご指摘か。そ

の点がないように、例えばトランスを設置しているリストがあり、こ

れは PCB とは関係なく、普通のトランスを設置しているリストもある。

例えば九州でいえば約 8万事業者。こういった方々全部に持っている

かどうかという調査をかけるので、未把握の分がなくなると考えてい

る。

これまでも電気事業法で、使用している人は届け出なさいという制

度があった。100％ではないが、ただ、現場では例えば毎月 1回、電

気保安協会が点検をしている。そこで PCB を使っているか否かは測ら

なくても製造年とメーカーで大体わかるので、届け出てくださいとい

うことで、これまでも取り組んできている。届け出てないものが一部
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あるという説明をしたが、すでに大部分が届出されていると考えてい

ただいて結構かと思う。

○委員

Ｑ： 期限内処理を指導というのがあるが、この期限内処理という具体的

な期日はいつと伝えているのかという質問と、もう一つは今、豊田エ

リア内に車載トランス 641 台あるが、これが未処理なのかそれとも処

理済みのものも含めての 641 台なのかという点。それと北九州事業所

で 150 台、東京・大阪で 60 台、計 210 台で、残り 431 台を豊田で処理

する能力があるのかを伺いたい。

 それと、最終的に料金値上げをするプランがあると言っていたが、そ

の延長上には罰則というキーワードが出てくるのか。

○環境省

Ａ： まず、その期限はいつかという話だが、スライド 11 番に今後の計画

を示している。基本的には、この下の図の実線の部分までには処理を

してもらう。したがって、北九州事業所のトランス・コンデンサは平

成 30 年までが基本になる。ただし、今把握できているものはここまで

に処理されるが、今後出てくる部分も多少あるだろうと思っている。

そういう部分については、この点線の期間内も含めて処理をしていく

ということで考えている。

○委員

Ｑ： 事業者に対して、具体的にいつと言っているのか。

○環境省

Ａ： 現在、環境省が、北九州市をはじめとする地元の自治体にこのプラ

ンを説明している段階で、事業者への説明はこれからだが、基本的に

はトランス・コンデンサでは平成 30 年、安定器では平成 33 年までに

処理をしないといけないことを言っていくのが基本だと思っている。

ただ、そこからオーバーフローする部分が多少出てくるだろうと考え

ている。

豊田事業所の車載トランス 641 台というのは、平成 24 年度末ぐらい

の今後処理をしないといけない部分で、この引き算した部分は豊田で

処理をすることになる。豊田事業所については、処理量を上げるため

の対策を一部すでに実施しており、洗浄期間が当初想定よりもかなり

かかってしまい、処理の時間が長くなってしまったのだが、現在は洗

浄設備を増設している。

これにより処理のペースは相当上がるだろうということで、スライ
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ド 10 番の上に設備の改造等というのが右側にあり、豊田事業所の箇所

を見ると、洗浄場所を 1か所から 3か所に増設した。これで相当量は

上がる。

 それから料金値上げの話だが、値上げと罰則は直接的には関係ない。

これから詳細は決めるが、例えば 1年前にここまでにしないと料金を上

げるということをきちんと伝えて、そこまでに処理をしてもらうという

ことであり、これと罰則というのは、直接の関係はない。

○座長

 今の回答でよろしいか。それとも JESCO からも何か回答を。

○環境省

Ａ： 一言だけ追加させていただく。その罰則の部分をもう少し言うと、

仮に JESCO が操業している期間内に処理しなければ以後は自分で処理

してくださいという話になる。今は PCB 特別措置法で平成 39 年 3 月ま

での処理ということが求められているが、それは義務である。それま

でに処理しない方に対して、改善命令が出され、改善命令に違反する

と罰則対象になる。したがって、JESCO の操業期間に処理しなければ、

仮に自分でそこから処理をしようと準備をしても、その期限までには

事実上できないと思う。したがって、そういう方々への罰則というの

は将来的には出てくる。そのようなことを説明すれば、普通は JESCO

の期間内に処理してもらえるだろうと考えている。

○座長

Ｑ： 今の質問に関して、実際に JESCO が新たに設定した工程表に従って、

今度はスケジュールを守れるのかという話については答えていただか

ないといけないと思う。

○JESCO

Ａ： 今回、今後の処理の見通しを立てる段階で、質問の豊田事業所の車

載トランスの処理台数でいうと、具体的には平成 23 年度 24 台、平成

24 年度 33 台だったが、本年度は 42 台ということで予定している。

 このように洗浄施設の増設等により、豊田事業所の車載トランスの

処理能力も上がってきている。また、将来、大型トランスの処理の台

数が少なくなってくると、車載トランスの処理台数もさらに上がるこ

とを見通して、今後の処理にかかる日数をはじいているところである。

これまで処理を進めるにあたり、施設の稼働当初にはさまざまな課

題があったが、現在、技術的な課題については一つ一つクリアし、今

後の処理の見通しについては、現状の処理台数ということで、非常に
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保守的に見積もって、今後の処理能力を算出している。他の事業所も

含め、今回の処理期間で必ず処理が終わると見込んでいる。

○委員

Ｏ： 今の説明で、豊田と大阪、東京で処理ができないものは北九州事業

所に持ってくるというような意味の話があったが、私たち北九州事業

所の監視委員も以前、大阪と豊田の処理施設等の視察に行った。その

とき第一に感じたのは、こんな狭いところであの大きなトランスや機

械が処理できることが考えられないということで、そのような話を委

員同士でした記憶がある。

豊田の場合はトヨタ自動車の工場の中にある 7階建てか 8階建てぐ

らいの大きなビルの中に施設、処理の機械を入れるということだった。

中でそこの工場の方に聞いたら、こういうところで時間的に見ても大

変だと。だから処理の期間は絶対に守れないというか、その期間中に

できるとは思っていないという話もしたところである。

大阪の場合も、すぐ前が清掃工場か、隣が下水処理場か何かであっ

た。本当に狭いところに PCB 処理施設ができたのだが、こんなところ

でこの関西の PCB 関係を期間内に処理するのは絶対にできないなとい

うことを私たち北九州の監視委員、見学をした人たちで話をした。

では、環境省がなぜそういうところに処理施設を建て、そして処理

できるのだと考えたのか、できないのではないかということを今あら

ためて感じている。私個人としては、そういった計画を立て、処理施

設をつくってきたわけだから、その責任を国は取るべきだと思う。

東京でも関西でもどこでもいいが、もう一度、一つ大きな処理施設

をつくり、そこに処理ができないものを持って行って、一日も早く PCB

処理が完全に終わるよう、国は計画を立てていただきたいと思う。全

国で余った処理できないものを北九州事業所に持ってくるということ

については絶対に私は賛成できない。

これはそれぞれの市民に聞いてほしい。明日、若松の市民会館で報

告があるが、若松の市民にとってみれば、若松の港の入り口にこの施

設があるわけだから、これがずっと全国からどんどん、また廃材とい

うか PCB を含んだものが送られてくることについて、うん、いいよと

いう人はいないのではないかと思う。ぜひその点を十分考慮して国は

再度検討をしていただきたい。

○座長

環境省としては、今のコメントに対して、今環境省が市に対して検討

を要請している段階というところでは、意見として聞いておくという

状態かと思うので、次の委員の発言に移りたいと思う。
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○委員

Ｄ： 環境省から PCB 廃棄物処理の見直しについて現状及び課題について

具体的に説明を受けた。今後の処理の促進策案、スライド 11 番につい

て、私は賛成である。一言、意見を述べさせていただく。PCB 処理の安

全面、操業面での二重三重の対策で作業を円滑に行っている。また、

技術的に安全性の高い設備である。また、住民が信頼に足る PCB 処理

体制の確保はされていると思う。

これらの課題について慎重に討議を重ね、引き続き、その役割を果

たすべきと考えている。次の世代に負の遺産を残さないように最善を

尽くしていただきたい。

○委員

Ｄ： PCB 廃棄物の処理の見直しについて、北九州事業所の 9年間の操業

の延長をお願いしたいということだが、もう二度と延長はありません

という話は何度も聞いたことがあるし、また何度も同じことの質問に

なるが、そこのところがどうしても我々も安心というか、いささか理

解しかねる面もなきにしもあらずである。

我々若松区民にとっても、願わくはもう来てほしくないのが現状で

ある。どこかで処理しないといけないというのは確かにそのとおりだ

が、我々が常に言っているとおり、いかにきれいなごみでも、ごみは

所詮ごみである。そういうことで、どうしても我々は、現時点では何

か質問すれば、それに対する賛同を前提に質問しているような感じで

はあるが、私は決してそういうことではなくて、延長のない処理を国

に対して要望する一人である。

○座長

 今の延長のないということは、もし延長したときにさらなる延長がな

いという意味か。それは要請に対して賛成・反対は別にして、再度の延

長がないかという質問の繰り返しになるが、その点に関してはどうか。

○環境省

Ａ： 現時点で賛成の方、反対の方、さまざまな意見を伺っている。国と

しては、当初の計画が達成されず、延長が余儀なくなったことについ

て大変遺憾に思っている。

 それからもう一点、私どもは国、環境省という立場で、日本全体のも

のを一日でも早くなくすということに力点を置いて計画を作っている

が、その一方で、同じ人間として仕事をしているわけであるから、若松

の方の痛みを決して無視して、わからずにやっているわけではない。し



21

かし、現時点で私どもとして最良と思う案を提示し検討をお願いしてい

る。

 さて、再延長について質問も意見もいただいた。私ども二つの点で、

あるいは三つの点で再延長は決してないということを何度も言ってい

る。

 1 点目は技術的な観点である。最初の計画が延びてしまったが、これ

は世界でも例を見ない大規模な化学処理で PCB を分解したということ

がある。燃焼であればさまざまな知見もあり、このような計画が延びる

ことはなかったわけだが、誰もやったことがない大規模な化学処理を行

う中で、作業員の健康と安全、これが最重要課題であり、それさえ守れ

なければ、まして住民の方々の健康や安全をということだが、作業員の

健康を守るためにさまざまなハードルを乗り越えて行ってきた。

 また、PCB の処理も洗浄に時間がかかると言ったが、いろいろと技術

の課題を乗り越えてきた。幸い、それぞれの事業所の計画、当初予定し

ていた処理量というものがきちんと処理ができるところまでやってき

た。こうした技術的な成熟という観点から、まず私どもは次の計画はき

ちんと処理ができると考えている。

 2 点目は制度の問題である。施設がしっかり回っても、処理すべきも

のがきちんと入ってこなくては、計画が達成できないが、今回、経済産

業省、あるいは地元自治体、さまざまな関係者の協力を得ることで、き

ちんとしたはき出しができると考えている。また、国としてもアメとム

チ、言葉は悪いが、促進策、あるいは少し厳しいこともしながら、はき

出しをしっかりやっていくという観点からも、今回の計画は処理期間中

にきちんと終わると考えている。

 最後は決意の問題だが、私どもは当初より、今回の延長は最初で最後

だと思っている。そのために今回の処理期間についても、計画的にすべ

てが運べば、この実線の期間で終わるわけだが、最後にどうしても少し

搬入のテンポが遅れたり、あるいはどうしても少し難しい機器が残った

りする可能性も考慮して、それでも安定器については 2年、トランス・

コンデンサについては 3年で、JESCO の処理施設を閉めることを決意し

ている。今回の計画は、再延長はない最後の計画である。どうぞよろし

くお願いしたい。

○委員

Ｄ： やっと若戸大橋を通過することなくと、住民は安心感を持っていた。

そしたら今度若戸トンネルを通るということで、「ああ」と思ってい

た矢先に、また 9年間ぐらいの延長ということである。住民は、狭い

若戸トンネルで 9年間、カーブの多いところで、果たして本当に安全

で安心しての運搬ができるだろうかという懸念も少し持っているよう
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である。これまでの安全処理の実施ということで書いているが、本当

に安全で住民が過ごせるようにしてもらいたいと願っている。

 また安全な輸送路の維持の確保をするための必要な措置と書いてい

るし、運搬業者の絞り込みなどの安全対策を今後も徹底するというよう

なことを書いているが、県外から来る方はこの若戸トンネルがどういう

ふうなところかということも知識を十分に踏まえたうえでお願いした

いと思っている。

○座長

 輸送方法の安全性について、だれか追加説明があるか。トンネルが狭

くて危険じゃないかという質問。

○JESCO

Ａ： 基本的に先導車をきちんと付けるので、おそらくスピードを出して

運転することはできない状態である。それと 10 年、岡山以西ずっと運

んできて、交通事故も含めて一度もないことが大きな自信になってい

る。東京・豊田・大阪からということであるが、いったん北九州市内

に入れば基本的には今までと同じような状況なので、安全については

十分確保策はとっていると判断をしている。

○委員

Ｄ： 昨年の 11 月 22 日、国からの要請内容の説明ということで、市民会

館で説明会があった。そのときの質問時間だが、賛成があれば反対が

あるというのは決まったことだが、質問の内容が反対ばっかりが多く、

賛成の意見はほとんど、言うチャンスがなかったのか言ってないのか、

そのような状態だった。

質問の内容が反対なら反対、賛成なら賛成にばっかり固まらないよ

うに事前に手が打てないのかなという気もした。そのようなことはこ

れからの検討課題だと思うが、そのまま反対だけの話を国に持って帰

って、北九州市の市民意見は反対ばかりだととられるのは困るし、賛

成も何人かはいるわけだから、その点も考慮していただきたい。

 それから、この制度を PR しないと、若松がごみ捨て場にされてい

るということで、小倉も門司もそんなに住民が関心を持っているよう

に全然見えない。そういう意識改革をしてもらいたいと思う。

対策としては、若松のハンデが非常に大きいが、何もこれといった

行政面での損得というのがないわけだから、若松を疎外しないように

という要請で手を打っていただきたいと思う。今年の 2月に市制 50

周年記念の最後の事業になるかどうかわからないが、北九州市民マラ

ソンが行われるようだが、これも若松だけ走らない。ほかの旧 4市は
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全て走るが、若松だけ阻害されているのはどうかと思う。そのような

面だけで優遇措置を図れなんていうことはできないから、いろいろ行

政も考えて、これからに活かしていただきたいと思う。

○座長

本日の議事は全て終了したが、委員からはいろいろ意見も出たし、

熱心に議論してもらったので、これを参考に、市は今後の検討を行っ

ていただきたい。

それでは、進行を事務局へお返しする。

○事務局

 それでは、以上を持って第 31 回北九州市 PCB 処理監視会議を閉会

する。 

〔終了〕


